
議 会 運 営 委 員 会 日 程

平成２８年９月８日（木） 

午前１０時 ５０２会議室 

日程第１ 委員会で審査中の請願・陳情にかかわる代表質問について

日程第２ 委員会室におけるインターネット議会中継の実施に伴う請願・陳情文の 

     書記朗読について 

日程第３ その他 
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政令指定都市における常任委員会審査時の 

請願・陳情文の朗読等の状況 

平成 28 年 9 月現在 

１ 請願・陳情文を朗読している都市 

朗読あり ５市 仙台市、横浜市、名古屋市、北九州市、川崎市 

朗読なし １５市 

札幌市、さいたま市、千葉市、相模原市、新潟市、

静岡市、浜松市、京都市、大阪市、堺市、 

神戸市、岡山市、広島市、福岡市、熊本市 

２ 請願・陳情文を朗読している都市のうち、インターネット中継を実施して 

  いる都市 

中継あり ２市 横浜市、名古屋市 

中継なし ３市 仙台市、北九州市、川崎市※ 

※川崎市は、平成２８年９月２３日から実施予定

３ 請願・陳情文の朗読を行っていて、インターネット中継を実施している 

  都市における個人情報への配慮の状況 

横浜市 提出者の住所は区まで、氏名は名字まで朗読。 

名古屋市 特段、個人情報への配慮は行っていない。 
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都市名 朗読の有無 個人情報への配慮
インターネット中継

の有無
備考

1 札幌市 × － ×

2 仙台市 ○ × ×

3 さいたま市
×

－ × 陳情は審査しない。

4 千葉市 × － ×

5 横浜市 ○
※提出者の住所は区まで、氏
名は名字まで朗読

○

6 相模原市 × － ○

7 新潟市 × － ×

8 静岡市 × － ×

9 浜松市 × － ○

10 名古屋市 ○ × ○
提出者による口頭陳述
を実施する場合は、書
記朗読は省略。

11 京都市 × － ○

政令指定都市における常任委員会審査時の請願・陳情文の朗読の状況について
                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　    　  平成28年9月現在
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都市名 朗読の有無 個人情報への配慮
インターネット中継

の有無
備考

－
※意見陳述において、名前は
公表しているが、住所は区ま
でしか公表していない。

15 岡山市 × － ×

×

※録音中継を実施

17 北九州市 ○

※委員会配付資料には氏名・
住所が記載されているが、朗
読時に読み上げは行っていな
い。

×

△

※平成２８年９月
２３日から実施予
定

提出者が趣旨説明を行
う機会があるため、そ
の際に提出者が自ら氏
名・住所を読み上げる
場合もある。

請願のみ、提出者が口
頭陳述を行う機会があ
るため、その際に提出
者が自ら氏名・住所を
読み上げる場合もあ
る。

請願のみ、提出者が希
望した場合、提出者自
身が氏名・住所の読み
上げ、趣旨説明を行っ
ている。

紹介議員による趣旨説
明の後、提出者は５分
以内で意見陳述をする
ことができる。

13 堺市
※録画放送において、提出者
の住所等に消音処理を行うこ
とがある。

○

12 ○

×

大阪市 × －

提出者は３分以内で意
見陳述をすることがで
きる。

×

神戸市14 ○

広島市16 －

×

×

×福岡市18 －

×

川崎市 ○ ×20

×19 熊本市 －
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「委員会室におけるインターネット議会中継の開始に伴う 

請願・陳情文の書記朗読について」に関する各会派の見解の要旨 

平成２８年９月６日現在

各 会 派 の 意 見 

自

民

党

・個人情報への配慮は、ホームページへの請願・陳情文の掲載に係る団長会議

における決定などの経緯もあり、大変重要なものと考えている。本件について

は、開かれた議会を推し進めるという観点と、現状のままでは請願・陳情提出

者の意図しない形で２次・３次利用がなされる可能性について、しっかり検討

すべき課題である。今後の委員会における請願・陳情の審査日までに何らかの

結論を出さなければならないため、早急に検討する必要があると思われるが、

本日のところは会派に持ち帰り協議したい。 

公

明

党

・議会として情報を積極的に公開していくことや、それに伴い個人情報に配慮

することは大変重要であると考えている。他都市では公開を前提としている請

願・陳情について、例えば住所は区まで、氏名は名字までを朗読の対象とする

などの事例もあると聞いているため、事務局に調査いただき、他都市の状況な

ども参考にして検討したい。このため本日は、会派に持ち帰り協議したい。

民

主

み

ら

い

・本市議会は伝統的に、市民の請願権を尊重し、請願・陳情を大切に扱ってい

るが、請願・陳情の提出者がある程度の決意性を持って提出していることも、

請願・陳情を大切に扱う理由の一つであると思われる。過度の個人情報の保護

は必要ないのではないかと思われるので、会派に持ち帰り協議したい。 

共

産

党

・平成２４年１１月１２日の団長会議においては、開かれた議会の推進を前提

に、個人情報に配慮することが確認されたが、委員会室におけるインターネッ

ト議会中継における音声が、その本来の趣旨に反する形で利用されることはあ

ってはならないと考える。請願権を保障した上で、何らかの個人情報への配慮

は必要と思われるが、会派に持ち帰り協議したい。 
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